
議 事 日 程

第 11 回定例会

Ｒ５.11.10 午後３時

狛江市役所４階特別会議室

１ 審議事項

２ 報告事項

（１） 議案第 30 号

教育委員会協議会について

（２） 議案第 31 号

狛江市立小学校用務業務及び設備管理業務委託事業者選定実施要綱の一

部を改正する要綱

（３） 議案第 32 号

狛江市立小学校用務業務及び設備管理業務委託事業者選定等委員会の運

営に関する要綱の一部を改正する要綱

（４） 議案第 33 号

狛江市地域特別支援教育推進連絡協議会設置要綱の一部を改正する要綱

－議会報告－

な し

－行政報告－

（１） 新図書館整備基本設計の完了について

－事務報告－

（１） 令和６年度小学校プール民間施設等活用試行実施事業（案）について

（２） 令和４年度狛江市におけるいじめ・不登校等の調査結果について

（３） 令和５年学校保健安全法第 20 条に基づく臨時休業について（７）



議案第 30 号

教育委員会協議会について

上記の議案を提出する。

令和５年 11 月 10 日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

教育行政の運営に関する基本方針等、行政運営上特に重要な付議案件等につ

いて、審議等の事前準備として教育委員間の意見調整等のために任意に設ける

会議について、審議する。



議案第 31 号

狛江市立小学校用務業務及び設備管理業務委託事業者選定実施要綱の一部を改

正する要綱

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和５年 11 月 10 日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

狛江市立小中学校用務業務等委託事業者の選定における必要な事項につい

て、所要の改正を行う。



狛江市立小学校用務業務及び設備管理業務委託事業者選定実施要綱の一部を改正す

る要綱（案）

令和５年 月 日

教育委員会要綱第 号

狛江市立小学校用務業務及び設備管理業務委託事業者選定実施要綱（平成30年教委要綱

第15号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

狛江市立小中学校用務業務等委託事業

者選定実施要綱

狛江市立小学校用務業務及び設備管理

業務委託事業者選定実施要綱

（目的） （目的）

第１条 この要綱は、狛江市立小中学校用務

業務及び設備管理業務委託並びに中学校用

務業務支援委託（以下「狛江市立小中学校

用務業務等委託」という。）の事業者（以

下「事業者」という。）の選定につき、最

も適した事業者を選定する際の手続に関

し、必要な事項を定めることを目的とす

る。

第１条 この要綱は、狛江市立小学校用務業

務及び設備管理業務委託事業者（以下「事

業者」という。）の選定につき、最も適し

た事業者を選定する際の手続（プロポーザ

ル方式。以下「プロポーザル」という。）

に関し、必要な事項を定めることを目的と

する。

（選定等委員会） （選定等委員会）

第２条 事業者の選定を厳正かつ公平に行う

ため、狛江市立小中学校用務業務等委託事

業者選定等委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。

第２条 事業者の選定を厳正かつ公平に行う

ため、狛江市立小学校用務業務及び設備管

理業務委託事業者選定等委員会（以下「委

員会」という。）を置く。

２ 委員会の運営及び審査に関する事項は、

狛江市立小中学校用務業務等委託事業者選

定等委員会の運営に関する要綱（平成30年

狛江市教育委員会第16号）で定める。

２ 委員会の運営及び審査に関する事項は、

狛江市立小学校用務業務及び設備管理業務

委託事業者選定等委員会の運営に関する要

綱（平成30年狛江市教育委員会第16号）で

定める。

（選定方法） ＿＿＿＿＿＿

第３条 事業者の選定は、プロポーザル方式

（以下「プロポーザル」という。）により

行うものとする。ただし、現行受託事業者

の継続審査を行う場合に限り、狛江市立小

中学校における業務履行状況を委員会にお

いて評価することにより、事業者の選定を

行うことができる。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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付 則

この要綱は、公布の日から施行する。

（プロポーザルへの参加） （プロポーザルへの参加）

第４条 （略） 第３条 （略）

（失格条項） （失格条項）

第５条 プロポーザルに参加した事業者（以

下「参加者」という。）が審査期間中に次

の各号のいずれかに該当することとなった

ときは、プロポーザルへの参加資格を失う

ものとする。

第４条 プロポーザルに参加した事業者（以

下「参加者」という。）が審査期間中に次

の各号のいずれかに該当することとなった

ときは、プロポーザルへの参加資格を失う

ものとする。

(１) 狛江市立小中学校用務業務等委託事

業者選定プロポーザル実施要項（以下

「要項」という。）に示された条件等に

適合しなかったとき。

(１) 狛江市立小学校用務業務及び設備管

理業務委託事業者選定プロポーザル実施

要項（以下「要項」という。）に示され

た条件等に適合しなかったとき。

(２) 要項に規定する狛江市立小中学校用

務業務等企画提案書（以下「提案書」と

いう。）に記載すべき事項の全部又は一

部が記載されていなかったとき。

(２) 要項に規定する狛江市立小学校用務

業務及び設備管理業務企画提案書（以下

「提案書」という。）に記載すべき事項

の全部又は一部が記載されていなかった

とき。

(３)～(７) （略） (３)～(７) （略）

（提案書の取扱い） （提案書の取扱い）

第６条 （略） 第５条 （略）

（庶務） （庶務）

第７条 （略） 第６条 （略）

（委任） （委任）

第８条 （略） 第７条 （略）
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議案第 32 号

狛江市立小学校用務業務及び設備管理業務委託事業者選定等委員会の運営に関

する要綱の一部を改正する要綱

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和５年 11 月 10 日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

狛江市立小中学校用務業務等委託事業者の選定における必要な事項につい

て、所要の改正を行う。



狛江市立小学校用務業務及び設備管理業務委託事業者選定等委員会の運営に関する

要綱の一部を改正する要綱（案）

令和５年 月 日

教育委員会要綱第 号

狛江市立小学校用務業務及び設備管理業務委託事業者選定等委員会の運営に関する要綱

（平成30年教委要綱第16号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

狛江市立小中学校用務業務等委託事

業者選定等委員会の運営に関する要

綱

狛江市立小学校用務業務及び設備管

理業務委託事業者選定等委員会の運

営に関する要綱

（目的） （目的）

第１条 この要綱は、狛江市立小中学校用

務業務及び設備管理業務委託並びに中学

校用務業務支援委託（以下「狛江市立小

中学校用務業務等委託」という。）の事

業者として適正かつふさわしい事業者を

選定するため、狛江市立小中学校用務業

務等委託事業者選定実施要綱（平成30年

教育委員会要綱第15号。以下「選定実施

要綱」という。）第２条第２項の規定に

より、狛江市立小中学校用務業務等委託

事業者選定等委員会（以下「委員会」と

いう。）の運営に関し必要な事項を定め

ることを目的とする。

第１条 この要綱は、狛江市立小学校用務

業務及び設備管理業務委託事業者（以下

「事業者」という。）として適正かつふ

さわしい事業者を選定するため、狛江市

立小学校用務業務及び設備管理業務委託

事業者選定実施要綱（平成30年教育委員

会要綱第15号）第２条第２項の規定によ

り、狛江市立小学校用務業務及び設備管

理業務委託事業者選定等委員会（以下

「委員会」という。）の運営に関し必要

な事項を定めることを目的とする。

（所掌事務） （所掌事務）

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおり

とする。

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおり

とする。

(１) 狛江市立小中学校用務業務等委託

事業者の選定

(１) 小学校用務業務及び設備管理業務

委託事業者の選定

(２) （略） (２) （略）

(３) その他必要な事項の検討 (３) その他小学校用務業務及び設備管

理業務の委託化に必要な事項の検討

（組織） （組織）

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び

委員をもって組織し、次に掲げる職にあ

る者をもって充てる。

第３条 委員会は、会長、副会長及び委員

をもって組織し、次に掲げる職にある者

をもって充てる。
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付 則

この要綱は、公布の日から施行する。

(１) （略） (１) （略）

(２) 中学校校長の代表者 １人 (２) 小学校副校長の代表者 １人

(３)・(４) （略） (３)・(４) （略）

＿＿ ＿＿＿＿ (５) 政策室長

(５) （略） (６) （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（審査手順） （審査手順）

第５条 （略） 第５条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 選定実施要綱第３条第１項ただし書の

規定によるプロポーザル方式によること

なく現行受託事業者の継続審査を行うに

あたっては、現行受託事業者は、継続希

望の意思を示す文書とともに、次に掲げ

る書類を委員会に提出しなければならな

い。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿

(１) 会社概要 ＿＿ ＿＿＿＿

(２) 用務業務等受託実績 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(３) その他委員会が必要と認める書類 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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議案第 33 号

狛江市地域特別支援教育推進連絡協議会設置要綱の一部を改正する要綱

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和５年 11 月 10 日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

狛江市地域特別支援教育推進連絡協議会の委嘱の任期について、所要の改正

を行う。



狛江市地域特別支援教育推進連絡協議会設置要綱の一部を改正する要綱（案）

令和５年 月 日

教育委員会要綱第 号

狛江市地域特別支援教育推進連絡協議会設置要綱（平成19年教委要綱第１号）の一部を

次のように改正する。

付 則

１ この要綱は、公布の日から施行する。

２ この要綱の施行の際現に狛江市地域特別支援教育推進連絡協議会委員である者の任期

は、令和７年３月31日までとする。

改 正 後 改 正 前

（委員） （委員）

第３条 （略） 第３条 （略）

２ 委員の任期は、原則として委嘱の日から

委嘱の日の属する年度の翌年度末までと

し、再任を妨げない。ただし、補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げな

い。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。

議案第33号 別紙
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令和６年度 小学校プール民間施設等活用試行実施事業（案）

1 検証内容

小学校校長会要望も踏まえ、次の理由から民間施設（屋内プール）の活用について検証する。

・熱中症や紫外線による健康リスク対策の有効性

・水道代や修繕費用などの維持管理費低減の効果

・指導上の課題（専門性や授業時数等）を踏まえた効果的水泳指導に関する有用性

2 実施形態

屋内プール借上げ＋水泳指導（５回）＋バス送迎

※ 事業の質の担保、円滑な事業実施を令和６年度当初から可能とするため、令和５年第４回定

例会補正予算に債務負担として計上する。

3 対象校及び学年

①狛江第一小学校

対 象 者：５年生・６年生

利用施設：調整中

実施時期：５月から 10月までの期間（学校と受託者で詳細調整）

②和泉小学校

対 象 者：全児童

利用施設：調整中

実施時期：５月から 10月までの期間（学校と受託者で詳細調整）

〇想定タイムテーブル（バス）

所要時間計 約170分（約３時間弱 授業時数３時限分）

時 間 イベント 備 考

8:40 学校出発

9:20 施設到着 移動時間約 40分

9:35 授業開始 着替え約15分

10:35 授業終了 授業時間１時間

10:50 施設出発 着替え約15分

11:30 学校到着 移動時間約 40分

事務報告(１)



＜調査の目的＞
本調査は、児童・生徒の問題行動や不登校等について、市内公立小・中学校の状況を調査・分析することにより、教育現場における生活

指導上の取組により一層の充実に資するとともに、本調査を通じて、実態を把握することにより、児童・生徒の問題行動や不登校等の未然
防止、早期発見・早期対応に繋げていくものとする。

【調査結果の報告】

小学校の暴力行為は、令和２年度は０件であったが、令

和４年度は令和３年度と同じく４件となった。中学校で

は、令和３年度は 10 件あったが、令和４年度は５件とな

った。暴力行為が発生した学校は、令和３年度と同様の２

校であった。

小・中学校の暴力行為の合計の件数は９件となり、その

内「生徒間暴力」が４件、「器物破損」が５件であった。「生

徒間暴力」は、ふざけやからかい、瞬間的な怒りによる行

為が原因であった。「器物破損」の５件中３件は、教室にあ

る物を故意に破損させた行為であった。

暴力行為を減少せるためには、良好な人間関係の構築や

学級経営の安定化を図るための WEBQU の結果の有効的な

活用、瞬間的な怒りをコントロールできるようになるため

のアンガーマネジメント等の指導が必要である。

令和４年度 狛江市におけるいじめ・不登校等の調査結果について

【調査結果の報告】

小学校のいじめの認知件数は、令和３年度は令和２年度と比較して約

２倍の 29件となり、令和４年度は微増の 34 件となった。学年別では、

１年生と４年生が少なく、それ以外の学年では７件から９件が認知され

た。

中学校のいじめの認知件数は、令和３年度は 11 件であったが、令和

４年度は 25 件となった。学年別では、２年生の発生件数が最も多く、

３年生が最も少ない結果となった。

いじめの様態としては、小・中学校共に「冷やかしやからかい」が最

も多く、次に「仲間はずれ、集団による無視をされる」が多かった。

小・中学校共にいじめの認知件数が増加しているが、これは学校が小

さないじめを見逃さずに積極的にいじめを認知して対応していると捉

えることができる。今後は、いじめの認知の学校間の格差の解消や、未

然防止、早期解決に向けた家庭や地域との連携のための体制づくりを推

進していく必要がある。

暴力行為 いじめ 不登校

【調査結果の報告】

小学校の不登校児童の出現率は、平成 29 年度から微増傾向となり令和４年度は 1.6％となった。中学校の出現

率は、令和３年度に 5.9％、令和４年度は 6.0％となった。

不登校児童・生徒の学校復帰率は、小学校では令和３年度より増加して約 29.3％、中学校でも令和３年度より

増加して約 23.5％となった。

不登校の主たる要因としては、小・中学校共に「無気力・不安」が約４割を占めた。小学校では次に「親子の関

わり方」、次に「いじめを除く友人関係をめぐる問題」、「家庭の生活環境の急激な変化」、「生活リズムの乱れ、あ

そび、非行」が同割合で多かったのに対し、中学校では「その他」が約３割、次に「学業の不振」が多かった。

小・中学校共に不登校数は増加傾向であるが、学校への復帰率が増加している。これは、学校が一人ひとりに寄

り添いながら指導をしてきた結果であると推測される。なお、不登校は学校復帰のみを目標にするのではなく、児

童・生徒が自らの進路を主体的にとらえて社会的に自立を目指すための支援が求められるため、引き続き個別の指

導を重視していく必要がある。

また、長期欠席の理由の選択肢にコロナ不安があり、本市においても一定数出現していた。コロナ不安を理由に

長期欠席していた児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるように、必要な感染対策や心理的ケアを継続

する必要がある。

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 令和２年度 ３年度 ４年度

3183 3223 3246 3267 3394 3518 3622 3701 3779 

市内小学生
人数（人）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 令和２年度 ３年度 ４年度

1317 1331 1349 1360 1320 1286 1289 1365 1417 

市内中学生
人数（人）
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いじめを認知した学校数、いじめの認知数 （件）

区分 学校総数 認知した学校数
認知していない

学校数
認知件数

小学校 6 6 0 34

中学校 4 4 0 25

いじめの様態 （件）

区分 小学校 中学校
冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 24 17

仲間はずれ、集団による無視をされる。 7 5

軽くぶつかられたり、遊ぶふりをそてたたかれたり、蹴られたりする。 5 2

ひどくぶつかられたりたたかれたり、蹴られたりする。 0 0

金品をたかられる。 0 0

金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 7 1

嫌なこと恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 1 1
パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる。 0 2
その他 0 0

事務報告(２)



令和５年学校保健安全法第 20 条に基づく臨時休業について（７）

学校保健安全法第 20条に基づく臨時休業を下記のとおり実施いたしましたので報告

します。

学校名 対象 期間 理由

狛江第一小学校 第２学年２学級
令和５年 10月 31 日

から 11月１日まで

インフルエンザ様疾

患等による体調不良

の症状を有する者が

複数確認されたた

め。

狛江第五小学校
第３学年１学級

第６学年

令和５年 10月 31 日

から 11月２日まで

インフルエンザ様疾

患等による体調不良

の症状を有する者が

複数確認されたた

め。

事務報告(３)




